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 (5)おいらせ町町税条例等の一部を改正する条例（平成２８年おいらせ町条例第２２

号） 新旧対照表（抜粋） （附則第９条関係） 

改 正 後 現 行 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 第１条の２及び第２条の規定並びに第３

条中おいらせ町町税条例等の一部を改正す

る条例（平成２７年おいらせ町条例第２３

号）附則第５条第７項の表第１９条第３号の

項の改正規定（「第９８条第１項」を「第８１

条の６第１項の申告書、第９８条第１項」に

改める部分に限る。）並びに附則第２条の２

及び第４条の規定 令和元年１０月１日 

 

第２条の２ 第１条の２の規定による改正後のお

いらせ町町税条例（附則第４条において「元年新

条例」という。）第３４条の４の規定は、附則第

１条第４号に掲げる規定の施行の日以後に開始

する事業年度分の法人の町民税及び同日以後に

開始する連結事業年度分の法人の町民税につい

て適用し、同日前に開始した事業年度分の法人

の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分

の法人の町民税については、なお従前の例によ

る。 

 

第４条 元年新条例の規定中軽自動車税の環境性

能割に関する部分は、附則第１条第４号に掲げ

る規定の施行の日以後に取得された３輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能

割について適用する。 

２ 元年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関

する部分は、令和２年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割について適用し、令和元年度分ま

での軽自動車税については、なお従前の例によ

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 第１条の２及び第２条の規定並びに第３

条中おいらせ町町税条例等の一部を改正す

る条例（平成２７年おいらせ町条例第２３

号）附則第５条第７項の表第１９条第３号の

項の改正規定（「第９８条第１項」を「第８１

条の６第１項の申告書、第９８条第１項」に

改める部分に限る。）並びに附則第２条の２

及び第４条の規定 平成３１年１０月１日 

 

第２条の２ 第１条の２の規定による改正後のお

いらせ町町税条例（附則第４条において「３１年

新条例」という。）第３４条の４の規定は、附則

第１条第４号に掲げる規定の施行の日以後に開

始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後

に開始する連結事業年度分の法人の町民税につ

いて適用し、同日前に開始した事業年度分の法

人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度

分の法人の町民税については、なお従前の例に

よる。 

 

第４条 ３１年新条例の規定中軽自動車税の環境

性能割に関する部分は、附則第１条第４号に掲

げる規定の施行の日以後に取得された３輪以上

の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性

能割について適用する。 

２ ３１年新条例の規定中軽自動車税の種別割に

関する部分は、平成３２年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用し、平成３１年

度分までの軽自動車税については、なお従前の

例による。 

 

  


